
日時：平成２８年１２月２１日（水）１０時～ 

  

場所：こども発達支援センター１階 

プレイルーム２ 

 

逗子市こども発達支援センター 

こども発達支援センター 
利用に関する説明会 

資料1 
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＜本日のテーマ＞ 
 1. 放課後等デイサービスについて 

① スケジュール・内容 
② 利用までの流れ 
③ 手続き 
④ 利用者負担・軽減策 

 
2. 送迎について 

① 定点運行 
② シャトル運行 
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１.放課後等デイサービスについて 
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①スケジュール 
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療育相談ひなた（18歳まで拡大）    

通園事業くろーばー 
（県央福祉会） 

児童発達支援 
くろーばー 

③２月４日説明会PPT - コピー.pptx


１.放課後等デイサービスについて 
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①内容 

・平日の授業終了後 
・療育の必要な頻度で 
・18歳以降を見据えたグループ、

個別の療育 
・学校との連携 
・ご家族とのコミュニケーション 
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②利用までの流れ（平成29年４月～） 

１.放課後等デイサービスについて 

くろーばー
面談・見学 
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契
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③サービス支給決定手続き 

１.放課後等デイサービスについて 



障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書（表面） 
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障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書（裏面） 
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計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 
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計画相談支援・障害児相談支援依頼（変更）届出書 
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勘案事項のききとり 

支給決定の際
の勘案事項 

心身の状況 

家族や家庭の状況 

幼稚園や保育園等での状況 

通院状況など医療情報 

サービス利用に関する希望の具体的内容 

くろーばー以外の事業所との調整状況 
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通所受給者証 
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利用にあたり市役所、相談支援事業所、くろーばー 

で手続きが必要となります。 
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サービス支給決定手続き 
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利用までの流れ（平成29年４月～） 

放課後等デイサービスについて 

くろーばー
面談・見学 



・児童福祉法に基づく利用者負担があります。 

利用者負担額 

児童発達支援  ８００円程度／回 

放課後等デイサービス  ７００円程度／回 
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④利用者負担・軽減策 

１.放課後等デイサービスについて 



※なお、高額障害福祉サービス等給付費の支給など
により、さらに負担が軽減される場合があります。 

世帯の収入状況 負担上限月額 

市民税非課税世帯 0円 

市民税課税世帯 

（市民税所得割28万円未満） 
4,600円 

市民税課税世帯 

（市民税所得割28万円以上） 
37,200円  

④利用者負担・軽減策 

１.放課後等デイサービスについて 
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・ １月より、市の療育教育総合セン
ター全体の送迎として実施します。 

・こども発達支援センターのひなた、
くろーばーと、教育研究所に来ら
れるみなさんが少しでも利用しや
すくなるように運行します。 

・放課後等デイサービスの帰りは、
保護者のお迎えをお願いします。 
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２.送迎について 



対象者：放課後等デイサービスの利用者 

定点の例 

・小坪小学校 

・久木小学校 

・久木中学校 

など 

定点の例 

・逗子小学校 

・池子小学校 

・沼間小学校など センター 

西ルート 東ルート 

２.送迎について 

①定点運行 Ｈ29.４月～ 

※添乗員が同乗します。往路のみの利用です。 
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対象者：療育相談ひなた、くろーばー、 

教育研究所の利用者 

センター 

ＪＲ逗子駅 

  東逗子駅など 

事前予約TEL 

※定点運行以外の時間帯に運行します。添乗員は同乗しません。 

２.送迎について 

②シャトル運行（予約制）Ｈ29.１月～ 
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